
公 安 委 員 会 関 係 三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  平 成 十 三 年 九 月 二 十 八 日  

                                                三 重 県 公 安 委 員 会 委 員 長    竹  林  武  一   

三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 七 号  

   公 安 委 員 会 関 係 三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則  

 改 正  平 一 七 県 公 委 規 則 第 五 号 、 平 一 八 第 六 号 、 平 二 一 第 五 号 、 平 二 二 第 五 号 、 平 二 三 第 四 号 、 平 二 八 第 三 号 、  

   平 二 九 第 五 号 、 令 元 第 五 号 、 令 三 第 一 号  

 （ 趣 旨 ）  

第 一 条  こ の 規 則 は 、 三 重 県 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 条 例 第 四 十 二 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 三 十 四  

 条 の 規 定 に 基 づ き 、 公 安 委 員 会 が 管 理 す る 公 文 書 （ 条 例 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 公 文 書 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の

開 示 そ の 他 条 例 の 施 行 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 情 報 公 開 の 事 務 の 取 扱 日 時 ）  

第 一 条 の 二  情 報 公 開 に 関 す る 事 務 を 円 滑 に 遂 行 す る た め 、 三 重 県 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年 三 重 県 条 例 第

二 号 ） 第 一 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 日 以 外 の 日 の 午 前 八 時 三 十 分 か ら 午 後 五 時 十 五 分 ま で の 時 間 に 、 公 文 書 開 示

請 求 書 の 受 付 事 務 そ の 他 の 別 に 定 め る 事 務 を 取 り 扱 う 。  

 （ 公 文 書 開 示 請 求 書 の 様 式 ）  

第 二 条  条 例 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 書 面 の 様 式 は 、 公 文 書 開 示 請 求 書 （ 第 一 号 様 式 ） と す る 。  

 （ 公 文 書 開 示 決 定 通 知 書 等 の 様 式 ）  

第 三 条  条 例 第 十 二 条 に 規 定 す る 書 面 の 様 式 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 決 定 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め

る と お り と す る 。  

 一  公 文 書 の 全 部 を 開 示 す る 旨 の 決 定  公 文 書 開 示 決 定 通 知 書 （ 第 二 号 様 式 ）  

 二  公 文 書 の 一 部 を 開 示 す る 旨 の 決 定  公 文 書 部 分 開 示 決 定 通 知 書 （ 第 三 号 様 式 ）  

 三  公 文 書 の 全 部 を 開 示 し な い 旨 の 決 定  

  イ  ロ 及 び ハ に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場 合  公 文 書 非 開 示 決 定 通 知 書 （ 第 四 号 様 式 ）  

  ロ  条 例 第 十 一 条 の 規 定 に よ り 開 示 請 求 を 拒 否 す る 場 合  公 文 書 の 存 否 を 明 ら か に し な い 決 定 通 知 書 （ 第 五

号 様 式 ）  

  ハ  公 文 書 を 保 有 し て い な い 場 合  公 文 書 不 存 在 決 定 通 知 書 （ 第 六 号 様 式 ）  

 （ 公 文 書 開 示 決 定 等 期 間 延 長 通 知 書 等 の 様 式 ）  

第 四 条  条 例 第 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 書 面 の 様 式 は 、 公 文 書 開 示 決 定 等 期 間 延 長 通 知 書 （ 第 七 号 様 式 ） と す る 。  

２  条 例 第 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 書 面 の 様 式 は 、 公 文 書 開 示 決 定 等 期 間 特 例 延 長 通 知 書 （ 第 八 号 様 式 ） と す る 。  

３  条 例 第 十 四 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 条 例 第 十 三 条 第 二 項 の 書 面 の 様 式 は 、 公 文 書 開 示 決 定 等 期 間 の 再 延 長

通 知 書 （ 第 八 号 様 式 の 二 ） 及 び 公 文 書 開 示 決 定 等 期 間 特 例 延 長 の 再 延 長 通 知 書 （ 第 八 号 様 式 の 三 ） と す る 。  

 （ 公 文 書 開 示 請 求 事 案 移 送 通 知 書 の 様 式 ）  

第 五 条  条 例 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 書 面 の 様 式 は 、 公 文 書 開 示 請 求 事 案 移 送 通 知 書 （ 第 九 号 様 式 ） と す る 。  

 （ 第 三 者 に 対 す る 意 見 書 提 出 の 機 会 の 付 与 等 ）  

第 六 条  条 例 第 十 七 条 第 一 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

 一  開 示 請 求 年 月 日  

 二  実 施 機 関 が 特 定 し た 公 文 書 の 件 名  

 三  前 号 の 公 文 書 に 記 録 さ れ た 情 報 の う ち 、 第 三 者 に 関 す る 情 報 の 内 容  

 四  意 見 書 の 提 出 を 求 め る 理 由  

 五  意 見 書 の 提 出 先 及 び 提 出 期 限  

２  条 例 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 公 文 書 の 開 示 に 係 る 意 見 照 会 書 （ そ の 一 ） （ 第 十 号 様 式 ） に よ る も

の と す る 。  

３  条 例 第 十 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 書 面 の 様 式 は 、 公 文 書 の 開 示 に 係 る 意 見 照 会 書 （ そ の 二 ） （ 第 十 一 号 様 式 ） と

す る 。  

４  条 例 第 十 七 条 第 一 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 意 見 書 は 、 公 文 書 の 開 示 に 係 る 意 見 書 （ 第 十 二 号 様 式 ） と す る 。  

５  条 例 第 十 七 条 第 三 項 に 規 定 す る 書 面 の 様 式 は 、 公 文 書 を 開 示 決 定 し た 旨 の 通 知 書 （ 第 十 三 号 様 式 ） と す る 。  

 （ 開 示 の 日 時 ）  

第 七 条  条 例 第 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 公 安 委 員 会 が 指 定 す る 日 時 は 、 第 一 条 の 二 に 規 定 す る 日 及 び 時 間 の う ち

の 適 切 な 日 時 と す る 。  



２  開 示 請 求 者 は 、 条 例 第 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 正 当 な 理 由 が あ る た め 、 条 例 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通

知 を 受 け た 開 示 の 日 時 以 外 の 日 時 に 開 示 を 受 け よ う と す る 場 合 に は 、 文 書 又 は 口 頭 に よ り 公 安 委 員 会 に 開 示 の

日 時 の 変 更 を 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。  

３  前 項 の 規 定 に よ る 申 出 は 、 条 例 第 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 公 安 委 員 会 が 指 定 し た 日 時 ま で に し な け れ ば な ら

な い 。 た だ し 、 天 災 そ の 他 開 示 請 求 者 の 責 に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

４  前 項 た だ し 書 の 場 合 に お い て 、 開 示 請 求 者 は 、 そ の 理 由 が や ん だ 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 一 週 間 以 内 に 文 書 又

は 口 頭 に よ り 公 安 委 員 会 に 開 示 の 日 時 の 変 更 を 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。  

５  公 安 委 員 会 は 、 第 二 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 申 出 が あ っ た 場 合 に お い て 、 正 当 な 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、

当 該 開 示 の 日 時 を 変 更 す る こ と が で き る 。  

 （ 公 文 書 の 開 示 ）  

第 八 条  公 文 書 の 閲 覧 又 は 視 聴 を す る 者 は 、 当 該 公 文 書 を 丁 寧 に 取 り 扱 い 、 こ れ を 改 ざ ん し 、 汚 損 し 、 破 損 し 、

又 は 加 筆 し て は な ら な い 。  

２  公 安 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に 違 反 し た 者 又 は 違 反 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 者 に 対 し 、 公 文 書 の 閲 覧 又

は 視 聴 を 停 止 さ せ 、 又 は 禁 止 す る こ と が で き る 。  

３  公 文 書 の 写 し を 交 付 す る 場 合 の 写 し の 作 成 は 、 非 開 示 情 報 が 記 録 さ れ て い る 部 分 を 除 き 、 対 象 公 文 書 を 複 写

す る こ と に よ り 行 う も の と し 、 加 工 、 編 集 そ の 他 の 人 為 的 な 変 更 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 加 工 等 」 と い う 。 ） は

行 わ な い 。 た だ し 、 加 工 等 を 行 わ な け れ ば 複 写 し 難 い 相 当 な 理 由 が あ る と 公 安 委 員 会 が 認 め る 場 合 は 、 こ の 限

り で な い 。  

４  公 文 書 の 写 し の 交 付 部 数 は 、 開 示 請 求 一 件 に つ き 一 部 と す る 。  

 （ 電 磁 的 記 録 の 開 示 方 法 ）  

第 九 条  条 例 第 十 八 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 電 磁 的 記 録 （ 映 像 又 は 音 声 が 記 録 さ れ た も の で あ っ て 用 紙 に 出 力 す る

こ と が 適 当 で な い も の を 除 く 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 同 じ 。 ） の 開 示 は 、 当 該 電 磁 的 記 録 を 用 紙 に 出 力 し

た も の （ 閲 覧 に あ っ て は 白 黒 出 力 に 限 る 。 ） を 閲 覧 さ せ 、 又 は 交 付 す る こ と に よ り 行 う 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る と き は 、 電 磁 的 記 録 を 光 デ ィ ス ク そ の 他 の 電 磁 的

記 録 媒 体 に 複 写 し た も の （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 複 写 物 」 と い う 。 ） を 映 像 の 出 力 装 置 に 出 力 し た も の を 閲 覧 さ

せ 、 又 は 複 写 物 を 交 付 す る こ と に よ り 開 示 を 行 う こ と が で き る 。  

一  非 開 示 情 報 が な い こ と 。  

二  開 示 に 必 要 な 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 及 び プ ロ グ ラ ム （ 電 子 計 算 機 に 対 す る 指 令 で あ っ て 一 の 結 果 を 得 る

こ と が で き る よ う に 組 み 合 わ さ れ た も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 配 備 さ れ 、 閲 覧 又 は 複 写 が 技 術 的 に 容 易 で あ

る こ と 。  

三  情 報 セ キ ュ リ テ ィ の 確 保 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が な い こ と 。  

四  前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 別 に 定 め る 事 項 に 該 当 し な い こ と 。  

３  次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る と き は 、 電 磁 的 記 録 （ 映 像 又 は 音 声 が 記 録 さ れ た も の で あ っ て 用 紙 に 出 力 す

る こ と が 適 当 で な い も の に 限 る 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 同 じ 。 ） を 光 デ ィ ス ク そ の 他 の 電 磁 的 記 録 媒 体 に

複 写 し た も の （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 複 写 物 」 と い う 。 ） を 映 像 若 し く は 音 声 の 出 力 装 置 に 出 力 し た も の を 視 聴

さ せ 、 又 は 複 写 物 を 交 付 す る こ と に よ り 開 示 を 行 う こ と が で き る 。  

一  非 開 示 情 報 が な い こ と 。  

二  開 示 に 必 要 な 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 及 び プ ロ グ ラ ム が 配 備 さ れ 、 視 聴 又 は 複 写 が 技 術 的 に 容 易 で あ る こ

と 。  

三  情 報 セ キ ュ リ テ ィ の 確 保 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が な い こ と 。  

四  前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 別 に 定 め る 事 項 に 該 当 し な い こ と 。  

４  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 電 磁 的 記 録 か ら 非 開 示 情 報 が 記 録 さ れ て い る 部 分 を 区 分 し て 除 く た め に 要 す る 費

用 を 開 示 請 求 者 が 前 納 す る 場 合 は 、 当 該 電 磁 的 記 録 を 複 写 し た も の か ら 非 開 示 情 報 が 記 録 さ れ て い る 部 分 を 区

分 し て 除 い た も の を 映 像 若 し く は 音 声 の 出 力 装 置 に 出 力 し た も の を 視 聴 さ せ 、 又 は こ れ を 複 写 し た も の を 交 付

す る こ と に よ り 開 示 を 行 う こ と が で き る 。  

５  電 磁 的 記 録 の 写 し の 交 付 は 、 当 該 電 磁 的 記 録 を 公 安 委 員 会 が 管 理 す る 電 磁 的 記 録 媒 体 に 複 写 し 交 付 す る こ と

に よ り 行 う 。  

 （ 費 用 の 納 付 等 ）  

第 十 条  条 例 第 二 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 費 用 の 額 は 、 別 表 の と お り と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 費 用 は 、 前 納 と す る 。 た だ し 、 当 該 費 用 は 、 開 示 請 求 に 係 る 公 文 書 の 写 し の 作 成 後 に お い て



精 算 し 、 過 不 足 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 還 付 し 、 又 は 追 徴 す る 。  

３  条 例 第 二 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 公 文 書 の 写 し 又 は 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 電 磁 的 記 録 を 電 磁 的 記 録 媒 体 に 複 写

し た も の の 送 付 を 受 け よ う と す る 場 合 の 送 料 は 、 前 納 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 費 用 に 過 不 足 が 生 じ た

と き の 取 扱 い に つ い て は 、 別 に 定 め る 。  

 （ 諮 問 等 の 様 式 ）  

第 十 一 条  条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 諮 問 は 、 三 重 県 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 諮 問 書 （ 第 十 四 号

様 式 ） に よ る も の と す る 。  

２  条 例 第 二 十 二 条 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 三 重 県 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 諮 問 通 知 書 （ 第 十 五 号 様 式 ） に

よ る も の と す る 。  

 （ 情 報 提 供 と 写 し の 交 付 ）  

第 十 二 条  条 例 第 二 十 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 県 政 に 関 す る 情 報 又 は 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 収 集 し た 情 報 の 写 し

の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 当 該 写 し の 交 付 に 要 す る 費 用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て は 、

第 十 条 の 規 定 を 準 用 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 写 し の 交 付 の 依 頼 は 、 行 政 資 料 等 複 写 依 頼 書 （ 第 十 六 号 様 式 ） に よ る も の と す る 。  

 （ 実 施 状 況 の 公 表 ）  

第 十 三 条  条 例 第 三 十 条 の 規 定 に よ る 公 表 は 、 請 求 件 数 、 公 文 書 の 開 示 に 関 す る 決 定 の 状 況 、 審 査 請 求 の 状 況 そ

の 他 必 要 な 事 項 に つ い て 、 三 重 県 公 報 に 登 載 し て 行 う も の と す る 。  

 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 手 続 の 特 例 ）  

第 十 四 条  公 安 委 員 会 は 、 第 二 条 の 公 文 書 開 示 請 求 書 の 提 出 に つ い て は 、 公 安 委 員 会 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、

電 子 情 報 処 理 組 織 （ 公 安 委 員 会 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） と 公

文 書 の 開 示 を 請 求 し よ う と す る も の の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を

い う 。 ） を 使 用 し て 行 わ せ る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 行 わ れ た 提 出 は 、 同 項 の 公 安 委 員 会 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル へ の 記

録 が さ れ た 時 に 公 安 委 員 会 に 到 達 し た も の と み な す 。  

 （ 委 任 ）  

第 十 五 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 公 文 書 の 開 示 等 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 警 察 本 部 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 平 成 十 三 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 十 七 年 三 月 三 十 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 十 八 年 三 月 二 十 二 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 二 十 一 年 三 月 三 十 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  改 正 後 の 公 安 委 員 会 関 係 三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に さ れ る 開 示 請 求

に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に さ れ た 開 示 請 求 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

   附  則 （ 平 成 二 十 二 年 三 月 三 十 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

      附  則 （ 平 成 二 十 三 年 五 月 三 十 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号 ）  

  こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 二 十 八 年 三 月 二 十 九 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  改 正 後 の 公 安 委 員 会 関 係 三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に さ れ る 開 示 請 求

に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に さ れ た 開 示 請 求 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

   附  則 （ 平 成 二 十 九 年 五 月 二 十 六 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号 ）  

  こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 令 和 元 年 六 月 二 十 五 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号 抄 ）  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 令 和 三 年 二 月 二 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号 ）  



  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 
別 表 （ 第 十 条 関 係 ）  

備 考                                                                                 

 一  区 分 一 及 び 区 分 二 ㈠ の 場 合 に お い て 、 用 紙 の 両 面 を 使 用 す る と き は 、 片 面 を 一 枚 と し て 費 用 の 額 を 算 定 す

る 。                                                                  

二  区 分 一 及 び 区 分 二 ㈠ の 場 合 に お い て 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 三 判 を 超 え る 大 き さ の 用 紙 を 用 い る と き は 、 日 本 産

業 規 格 Ａ 三 判 に 相 当 す る 大 き さ で 換 算 し た 枚 数 分 の 費 用 の 額 と す る 。  

三  公 安 委 員 会 以 外 の も の に 委 託 し て 写 し 等 を 作 成 し た 場 合 に お け る 費 用 の 額 は 、 本 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、

当 該 委 託 に 要 す る 費 用 に 相 当 す る 額 と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分  開 示 の 実 施 の 方 法  費 用 の 額  

 

 

一  文 書 又 は 図 画  

 

 

複 写 機 に よ り 用 紙 に 複 写 し た も の の 交 付 （ 日 本 産 業

規 格 Ａ 三 判 以 下 の 大 き さ の 用 紙 を 用 い て 行 う も の に 限

る 。 ）  

白 黒 の 場 合  一 枚 に つ き 十

円  

カ ラ ー の 場 合  一 枚 に つ き

四 十 円  

 

 

 

 

 

二  電 磁 的 記 録  

 

 

 

 

 

 

 

㈠  用 紙 に 出 力 し た も の の 交 付 （ 日 本 産 業 規 格 Ａ 三 判  

 以 下 の 大 き さ の 用 紙 を 用 い て 行 う も の に 限 る 。 ）  

白 黒 の 場 合  一 枚 に つ き 十

円  

カ ラ ー の 場 合  一 枚 に つ き

四 十 円  

㈡  電 磁 的 記 録 媒 体 に 複 写 し た も の の 交 付  

電 磁 的 記 録 媒 体 の 購 入 経 費

に 相 当 す る 額  

 

㈢  非 開 示 情 報 が 記 録 さ れ て い る 電 磁 的 記 録 又 は こ  

 れ を 複 写 し た も の の 視 聴  

 

電 磁 的 記 録 か ら 非 開 示 情 報

が 記 録 さ れ て い る 部 分 を 区

分 し て 除 く た め に 要 す る 費

用 に 相 当 す る 額  

三  一 及 び 二 に 掲 げ る 場 合 以 外 の も の  

 
作 成 に 要 す る 費 用 に 相 当 す

る 額  



第１号様式（第２条関係）

公 文 書 開 示 請 求 書

年 月 日

三重県公安委員会 様

（〒 － ）
住所又は居所

氏名又は名称
（法人その他の団体にあっては代表者の氏名）

電話番号（ ） －
ファクシミリ番号 －

三重県情報公開条例第６条第１項の規定に基づき、次のとおり公文書の開示を請求します。

公文書の名称その他公
文書を特定するために
必要な事項

開 示 の 方 法 □ 閲覧
該当する□に、
γ印を付してく □ 視聴
ださい。

□ 写しの交付 〔 □ 窓口で交付 □ 送付による交付 〕

以下の表は、記入しないでください。

三重県警察本部 警務部総務課
事 務 担 当 電話番号 ０５９－２２２－０１１０

内線（ ）

備 考



第２号様式（第３条関係）

公 文 書 開 示 決 定 通 知 書

発第 号
年 月 日

様

三 重 県 公 安 委 員 会 印

年 月 日付けで請求のありました公文書の開示については、三重県情報公開
条例第１２条第１項の規定に基づき、次のとおり開示することと決定しましたので通知します。

開示請求者が請
求した内容

公 文 書 の

表 示
実施機関が特定
した公文書の件
名

開 示 を 実 施 す る 日 時 年 月 日（ ）午前・午後 時 分

開 示 を 実 施 す る 場 所

三重県警察本部 警務部総務課
事 務 担 当 電話番号 ０５９－２２２－０１１０

内線（ ）

備 考

教示 １ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か
月以内に三重県公安委員会に対して審査請求をすることができます。

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、
三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県公安委員会となります。）、
処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の
翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過する
と処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、１の審査請求をした
場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以
内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

注 １ 指定された開示日時が都合の悪い場合は、当該日時までに事務担当へ必ず御連絡ください。
開示を実施する別の日時を改めて指定します。
なお、三重県情報公開条例第１８条第３項の規定により、正当な理由なく指定された日時

に開示を受けないときは、開示されたものとみなされますので御注意ください。
２ 公文書の開示を受ける際は、この通知書を係員に提示してください。
３ 本決定に対し第三者から審査請求があったときは、三重県情報公開条例第２１条第３項の
規定により開示が停止されますので、御了承ください。



第３号様式（第３条関係）

公 文 書 部 分 開 示 決 定 通 知 書

発第 号
年 月 日

様

三 重 県 公 安 委 員 会 印

年 月 日付けで請求のありました公文書の開示については、三重県情報公開
条例第１２条第１項の規定に基づき、次のとおり部分開示することと決定しましたので通知します。

開示請求者が請
求した内容

公 文 書 の
表 示

実施機関が特定
した公文書の件
名

開 示 を 実 施 す る 日 時 年 月 日（ ）午前・午後 時 分

開 示 を 実 施 す る 場 所

開 示 を し な い 部 分

上記部分を開示しない理由

開示しない理由がなくなる
期 日 及 び そ の 部 分

三重県警察本部 警務部総務課
事 務 担 当 電話番号 ０５９－２２２－０１１０

内線（ ）

備 考

教示 １ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か
月以内に三重県公安委員会に対して審査請求をすることができます。

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、
三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県公安委員会となります。）、
処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の
翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過する
と処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、１の審査請求をした
場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以
内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

注 １ 指定された開示日時が都合の悪い場合は、当該日時までに事務担当へ必ず御連絡ください。
開示を実施する別の日時を改めて指定します。
なお、三重県情報公開条例第１８条第３項の規定により、正当な理由なく指定された日時

に開示を受けないときは、開示されたものとみなされますので御注意ください。
２ 公文書の開示を受ける際は、この通知書を係員に提示してください。
３ 本決定に対し第三者から審査請求があったときは、三重県情報公開条例第２１条第３項の
規定により開示が停止されますので、御了承ください。

４ 「開示しない理由がなくなる期日及びその部分」欄は、その期日をあらかじめ明示するこ
とができる場合に限り記載しています。公文書の開示を希望する場合には、記載された期日
以後に改めて公文書の開示を請求してください。



第４号様式（第３条関係）

公 文 書 非 開 示 決 定 通 知 書

発第 号
年 月 日

様

三 重 県 公 安 委 員 会 印

年 月 日付けで請求のありました公文書の開示については、三重県情報公開
条例第１２条第２項の規定に基づき、次のとおり開示しないことと決定しましたので通知します。

開示請求者が請
求した内容

公 文 書 の
表 示

実施機関が特定
した公文書の件
名

開 示 し な い 理 由

開 示 し な い 理 由 が
な く な る 期 日

三重県警察本部 警務部総務課
事 務 担 当 電話番号 ０５９－２２２－０１１０

内線（ ）

備 考

教示 １ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か
月以内に三重県公安委員会に対して審査請求をすることができます。

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、
三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県公安委員会となります。）、
処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の
翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過する
と処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、１の審査請求をした
場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以
内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

注 １ 「開示しない理由がなくなる期日」欄は、その期日をあらかじめ明示することができる場
合に限り記載しています。公文書の開示を希望する場合には、記載された期日以後に改めて
公文書の開示を請求してください。



第５号様式（第３条関係）

公文書の存否を明らかにしない決定通知書

発第 号
年 月 日

様

三 重 県 公 安 委 員 会 印

年 月 日付けで請求のありました公文書の開示については、三重県情報公開
条例第１１条及び第１２条第２項の規定に基づき、次のとおり公文書の存否を明らかにしないこと
と決定しましたので通知します。

公 文 書 の 表 示
開示請求者が
請求した内容

公文書の存否を明

らかにしない理由

三重県警察本部 警務部総務課
事 務 担 当 電話番号 ０５９－２２２－０１１０

内線（ ）

備 考

教示 １ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か
月以内に三重県公安委員会に対して審査請求をすることができます。

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、
三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県公安委員会となります。）、
処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の
翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過する
と処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、１の審査請求をした
場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以
内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。



第６号様式（第３条関係）

公 文 書 不 存 在 決 定 通 知 書

発第 号
年 月 日

様

三 重 県 公 安 委 員 会 印

年 月 日付けで請求のありました公文書については、三重県情報公開条例第
１２条第２項の規定に基づき、次のとおり公文書の不存在の決定をしましたので通知します。

公 文 書 の 表 示
開示請求者が
請求した内容

公文書が存在しな

い理由

三重県警察本部 警務部総務課
事 務 担 当 電話番号 ０５９－２２２－０１１０

内線（ ）

備 考

教示 １ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か
月以内に三重県公安委員会に対して審査請求をすることができます。

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、
三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県公安委員会となります。）、
処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の
翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過する
と処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、１の審査請求をした
場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以
内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。



第７号様式（第４条関係）

公 文 書 開 示 決 定 等 期 間 延 長 通 知 書

発第 号
年 月 日

様

三 重 県 公 安 委 員 会 印

年 月 日付けで請求のありました公文書の開示については、三重県情報公開
条例第１３条第２項の規定に基づき、次のとおり開示決定等の期限を延長しましたので通知します。

公 文 書 の 表 示
開示請求者が
請求した内容

年 月 日 （ ）
延 長 前 の 期 間 （ １ ５ 日 間 ）

年 月 日 （ ）

年 月 日 （ ）
延 長 後 の 期 間 （ 日 間 ）

年 月 日 （ ）

延 長 の 理 由

三重県警察本部 警務部総務課
事 務 担 当 電話番号 ０５９－２２２－０１１０

内線（ ）

備 考



第８号様式（第４条関係）

公文書開示決定等期間特例延長通知書

発第 号
年 月 日

様

三 重 県 公 安 委 員 会 印

年 月 日付けで請求のありました公文書の開示については、三重県情報公開
条例第１４条第１項の規定に基づき、次のとおり開示決定等の期限を延長しましたので通知します。

公 文 書 の 表 示
開示請求者が
請求した内容

上記請求内容のうち
開示請求があった日
から起算して４５日
以内に開示決定等を
する部分

残りの公文書につい
て開示決定等をする 年 月 日 （ ）
期限

特 例 延 長 の 理 由

三重県警察本部 警務部総務課
事 務 担 当 電話番号 ０５９－２２２－０１１０

内線（ ）

備 考



第８号様式の２（第４条関係）

公 文 書 開 示 決 定 等 期 間 の 再 延 長 通 知 書

発第 号
年 月 日

様

三 重 県 公 安 委 員 会 印

年 月 日付けで請求のありました公文書の開示については、 年 月
日付け 発第 号で開示決定等の期間を延長しましたが、三重県情報公開条例第１４条第２

項の規定に基づき、次のとおり再度延長しましたので通知します。

開 示 請 求 に 係 る

公 文 書 の 内 容

延 長 前 の 期 間
年 月 日（ ）から
年 月 日（ ）まで

延 長 後 の 期 間
年 月 日（ ）から
年 月 日（ ）まで

再 延 長 後 の 期 間 年 月 日（ ）から
年 月 日（ ）まで

再 延 長 の 理 由

三重県警察本部 警務部総務課
事 務 担 当 電話番号 ０５９－２２２－０１１０

内線（ ）

備 考



第８号様式の３（第４条関係）

公文書開示決定等期間特例延長の再延長通知書

発第 号
年 月 日

様

三 重 県 公 安 委 員 会 印

年 月 日付けで請求のありました公文書の開示については、 年 月
日付け 発第 号で開示決定等の期間を延長しましたが、三重県情報公開条例第１４条第２

項の規定に基づき、次のとおり再度延長しましたので通知します。

開 示 請 求 に 係 る

公 文 書 の 内 容

開示請求の
日から45日 特例延長に

年 月 日（ ）
以内に開示

よる期限

決定等をす
るとした部
分について
の開示決定 再延長後の 年 月 日（ ）
等の期限 期限

特例延長に
年 月 日（ ）

残りの公文
よる期限

書について
開示決定等
をする期限

再延長後の
年 月 日（ ）

期限

再 延 長 の 理 由

三重県警察本部 警務部総務課
事 務 担 当 電話番号 ０５９－２２２－０１１０

内線（ ）

備 考



第９号様式（第５条関係）

公 文 書 開 示 請 求 事 案 移 送 通 知 書

発第 号
年 月 日

様

三 重 県 公 安 委 員 会 印

年 月 日付けで請求のありました公文書の開示については、三重県情報公開
条例第１６条第１項の規定に基づき、次のとおり事案を移送しましたので通知します。

公 文 書 の 表 示
開示請求者が
請求した内容

移送をした実施機関 三 重 県 公 安 委 員 会
三重県警察本部 警務部総務課

〔 事 務 担 当 〕 電話番号 ０５９－２２２－０１１０
内線（ ）

移 送 を 受 け た
実 施 機 関

〔 事 務 担 当 〕 〔電話番号 内線（ ）〕

移 送 を し た 日 年 月 日 （ ）

移 送 を し た 理 由

備 考



第１０号様式（第６条関係）

公 文 書 の 開 示 に 係 る 意 見 照 会 書 （ そ の １）

発第 号
年 月 日

様

三 重 県 公 安 委 員 会 印

三重県情報公開条例第６条第１項の規定に基づき、次のとおりあなた（貴 ）に関する情報が記録
された公文書について、開示の請求がありました。
つきましては、当該公文書を開示するかどうかの決定を行うに当たり、三重県情報公開条例第１７

条第１項の規定に基づき、御意見をお聴きしたいので、別紙「公文書の開示に係る意見書」に御記入の
うえ、別添返信用封筒又はファクシミリで御返送くださるようお願いします。
なお、期限までに提出がない場合は、「開示されても支障がない。」と回答されたものとして取り扱わ

せていただきます。

開 示 請 求 年 月 日 年 月 日 （ ）

実施機関が特定した
公文書の件名

上記公文書のうち、
あなた（貴 ）に
関する情報の内容

意見書の提出を求め
る理由

（〒５１４－８５１４）
三重県津市栄町１丁目１００番地

意 見 書 の 提 出 先 三重県警察本部 警務部総務課
電 話 番 号 ０５９－２２２－０１１０

内線（ ）
ファクシミリ番号

意見書の提出期限 年 月 日 （ ）

備 考



第１１号様式（第６条関係）

公 文 書 の 開 示 に 係 る 意 見 照 会 書 （ そ の ２）

発第 号
年 月 日

様

三 重 県 公 安 委 員 会 印

三重県情報公開条例第６条第１項の規定に基づき、次のとおりあなた（貴 ）に関する情報が記録
された公文書について、開示の請求がありました。
つきましては、当該公文書の開示決定に先立って、三重県情報公開条例第１７条第２項の規定に基づ

き、御意見をお聴きしたいので、別紙「公文書の開示に係る意見書」に御記入のうえ、別添返信用封筒
又はファクシミリで御返送くださるようお願いします。
なお、期限までに提出がない場合は、「開示されても支障がない。」と回答されたものとして取り扱わ

せていただきます。

開 示 請 求 年 月 日 年 月 日 （ ）

実施機関が特定した
公文書の件名

上記公文書のうち、
あなた（貴 ）に
関する情報の内容

意見書の提出を求め
る理由

（〒５１４－８５１４）
三重県津市栄町１丁目１００番地

意 見 書 の 提 出 先 三重県警察本部 警務部総務課
電 話 番 号 ０５９－２２２－０１１０

内線（ ）
ファクシミリ番号

意見書の提出期限 年 月 日 （ ）

備 考



第１２号様式（第６条関係）

公 文 書 の 開 示 に 係 る 意 見 書

年 月 日

三重県公安委員会 様

（〒 － ）
住所又は居所

氏名又は名称
（法人その他の団体にあっては代表者の氏名）

電話番号（ ） －
ファクシミリ番号 －

年 月 日付けで照会のあったことについて、次のとおり回答します。

実施機関が特定した
公文書の件名

１ 開示されても支障がない。

２ 開示されると支障がある。

(1) 支障がある部分

意 見

(2) 支障がある理由

三重県警察本部 警務部総務課
連 絡 先 電話番号 ０５９－２２２－０１１０

内線（ ）

備考１ 「意見」欄は、該当する番号を○印で囲んでください。
２ 「２」を○印で囲んだ場合には、「 (1) 支障がある部分」欄及び「 (2) 支障がある理
由」欄も記載してください。



第１３号様式（第６条関係）

公 文 書 を 開 示 決 定 し た 旨 の 通 知 書

発第 号
年 月 日

様

三 重 県 公 安 委 員 会 印

先に照会しました（貴 ）に関する情報が記録された公文書については、次のとおり開
示することと決定しましたので、三重県情報公開条例第１７条第３項の規定に基づき通知します。

実施機関が特定
した公文書の件
名

公 文 書 の
表 示

開示することと
した情報の内容

開 示 決 定 の 種 類 年 月 日付け第 号 開示（部分開示）決定

開 示 す る 理 由

開 示 の 予 定 日 年 月 日（ ）

（〒５１４－８５１４）
三重県津市栄町１丁目１００番地

事 務 担 当 三重県警察本部 警務部総務課
電話番号 ０５９－２２２－０１１０

内線（ ）

備 考

教示 １ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か
月以内に三重県公安委員会に対して審査請求をすることができますが、開示予定日の前日ま
でに審査請求書の提出がないときは、あなた（貴 ）に関する情報が開示されますので、
御了承ください。

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、
三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県公安委員会となります。）、
処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の
翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過する
と処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、１の審査請求をした
場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以
内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。



第１４号様式（第１１条関係）

三重県情報公開・個人情報保護審査会諮問書

発第 号
年 月 日

三重県情報公開・個人情報保護審査会会長 様

三 重 県 公 安 委 員 会 印

このことについて、三重県情報公開条例第２１条第１項の規定に基づき、次のとおり貴審査会の意見
を求めます。

審査請求の年月日 年 月 日 （ ）

審査請求の対象と
年 月 日付け 第 号

なった決定

審査請求の対象と

なった決定の内容

審 査 請 求 の 趣 旨

三重県警察本部 部 課・隊 係
事 務 担 当 電話番号 ０５９－２２２－０１１０

内線（ ）

備 考



第１５号様式（第１１条関係）

三重県情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書

発第 号
年 月 日

様

三 重 県 公 安 委 員 会 印

年 月 日付けで審査請求のありました事案については、三重県情報公開条例第２１条

第１項の規定に基づき、別紙のとおり三重県情報公開・個人情報保護審査会に諮問しましたので、

同条例第２２条の規定により通知します。

事務担当
三重県警察本部 部 課・隊 係

電話番号 ０５９－２２２－０１１０
内線（ ）



第１６号様式（第１２条関係）

行 政 資 料 等 複 写 依 頼 書

年 月 日

三重県公安委員会 様

（〒 － ）
住所又は居所

氏名又は名称
（法人その他の団体にあっては代表者の氏名）

電話番号（ ） －
ファクシミリ番号 －

次のとおり写しの交付を依頼します。

行 政 資 料 の 名 称 写しの枚数 金 額

枚 円

枚 円

枚 円

枚 円

枚 円

枚 円

納 付 額 計 円


